
給
与
改
定
・
給
料
表
の
改
定

給
与
改
定
は
昨
年
に
引
き
続
き
高
水

準
、
３
・
０
３
％
の
給
料
月
額
引
上
げ
、

ボ
ー
ナ
ス
０
・
０
５
月
分
引
上
げ
が
勧

告
通
り
実
施
さ
れ
ま
す
。

給
料
表
の
改
定
（
平
均
改
定
率
）
で

は
、
教
育
職
給
料
表
（
３
）
（
１
～
特

２
級
）
は
、
３
・
８
６
％
（
１
２
６
９

２
円
、
昨
年
度
４
・
７
０
％
）
、
再
任

用
教
職
員
４
・
１
６
％
（
１
２
１
３
７

円
、
昨
年
度
２
・
４
４
％
）
。
教
育
職

給
料
表
（
４
）
（
１
～
特
２
級
）
は
、

３
・
８
２
％
（
１
２
８
２
２
円
、
昨
年

度
４
・
８
５
％
）
、
再
任
用
教
職
員
３
・

９
９
％
（
１
１
５
２
７
円
、
昨
年
度
２
・

４
５
％
）
こ
れ
ら
は
令
和
７
年
４
月
１

日
に
遡
っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
ボ
ー
ナ

ス
の
改
定
も
勧
告
通
り
行
わ
れ
ま
す
。

地
域
手
当
の
改
定

３
％
か
ら
４
％
に
改
正
し
、
令
和
８

年
４
月
１
日
か
ら
実
施
し
ま
す
。

勤
勉
手
当
の
改
定

勤
勉
手
当
基
礎
額
か
ら
扶
養
手
当
を

外
し
、
職
務
段
階
別
加
算
の
加
算
割
合

を
改
正
（
５
５
歳
以
上
、
又
は
４
大
卒

経
験
30
年
以
上
７
・
５
％
か
ら
８
％
）

し
ま
す
。

成
績
率
の
改
正
と
開
示

勤
務
成
績
が
特
に
良
好
な
教
職
員
に

は
１
０
０
分
の
５
か
ら
１
０
０
分
の
15

を
加
え
ま
す
。
再
任
用
は
１
０
０
分
の

２
・
５
か
ら
１
０
０
分
の
７
・
５
を
加

え
、
勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
教
職
員

は
１
０
０
分
の
10
か
ら
１
０
０
分
の
30

を
減
じ
ま
す
。
（
再
任
用
は
１
０
０
分

の
５
か
ら
１
０
０
分
の
15
）

人
事
評
価
結
果
を
全
員
に
開
示
し
ま

す
。

新
設
さ
れ
た
加
算

育
児
休
業
等
を
取
得
し
た
教
職
員
の

業
務
の
フ
ォ
ロ
ー
に
係
る
加
算
が
新
設

さ
れ
ま
す
。
内
容
は
１
カ
月
を
超
え
る

教
職
員
の
業
務
を
フ
ォ
ロ
ー
し
た
と
評

価
さ
れ
た
教
職
員
に
１
０
０
分
の
８
以

内
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

常
勤
教
職
員
に
よ
る
代
替
が
行
わ
れ
る

場
合
は
加
算
さ
れ
ま
せ
ん
。

処
遇
の
改
善

教
職
調
整
額
を
４
％
か
ら
５
％
へ
改

正
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
改

正
（
７
０
０
円
～
２
２
０
０
円
の
減
額
）
・

特
別
支
援
学
校
・
学
級
を
除
く
学
級
担

任
手
当
月
額
３
０
０
０
円
加
算
、
特
殊

勤
務
手
当
の
改
正
、
給
料
の
調
整
額
の

改
正
（
特
別
支
援
学
校
・
学
級
の
給
料

の
調
整
数
を
１
か
ら
０
・
５
に
、
経
過

措
置
０
・
７
５
）
、
主
務
教
諭
の
新
設

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
昨
年
度
前
進
し
た

子
育
て
支
援
や
介
護
に
関
す
る
項
目
は

あ
り
ま
せ
ん
。

会
計
年
度
任
用
職
員
の
処
遇

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
及
び
報

酬
の
改
定
は
、
給
料
表
の
改
定
に
伴
い

改
定
さ
れ
ま
す
。
実
施
時
期
は
、
令
和

７
年
度
冬
季
の
期
末
手
当
の
支
給
対
象

職
員
は
４
月
１
日
に
遡
る
。
期
末
手
当

の
支
給
対
象
職
員
以
外
の
職
員
は
令
和

７
年
12
月
１
日
と
す
る
と
な
っ
て
い
ま

す
。

通
勤
手
当
の
改
正

こ
の
ほ
か
、
通
勤
手
当
の
改
正
と
し

て
、｢

10
㎞
以
上
15
㎞
未
満｣

か
ら｢

60
㎞

以
上｣

ま
で
の
距
離
区
分
に
係
る
手
当
額

の
改
定
（
２
０
０
円
～
７
１
０
０
円
ア
ッ

プ
）
、
距
離
区
分
の
上
限
引
き
引
上
げ

及
び
距
離
区
分
の
新
設
、
駐
車
場
等
利

用
者
に
係
る
通
勤
手
当
の
改
正
な
ど
が

あ
り
ま
し
た
。

後
半
の
交
渉
に
向
け
て

後
半
の
交
渉
で
は
、
給
特
法
改
正
が

教
職
員
の
処
遇
改
善
に
つ
な
が
る
よ
う

に
強
め
ま
す
。
ま
た
昨
年
に
引
き
続
き

常
勤
講
師
の
２
級
適
用
、
会
計
年
度
任

用
職
員
の
更
新
上
限
廃
止
・
権
利
の
拡

大
、
育
児
介
護
の
さ
ら
な
る
充
実
、
暫

定
再
任
用
職
員
の
給
与
改
善
、
事
務
補

助
剥
が
し
を
も
と
に
戻
す
等
切
実
な
職

場
の
声
を
教
育
委
員
会
へ
届
け
ま
す
。

（
詳
細
２
・
３
面
）
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山
田
弾
薬
庫
②

（
小
倉
北
区
）

１
９
４
５
年
10
月
、
弾

薬
庫
は
米
軍
に
接
収
さ
れ

ま
し
た
。
戦
後
の
米
軍
に

よ
る
日
本
軍
施
設
の
接
収

は
、
日
本
の
非
軍
事
化
だ

け
で
な
く
、
冷
戦
の
萌
芽

期
に
お
い
て
、
日
本
の
広

範
な
軍
事
・
産
業
イ
ン
フ

ラ
を
自
ら
の
戦
略
目
標
の

た
め
に
再
利
用
す
る
と
い

う
、
米
国
の
よ
り
大
き
な

戦
略
の
一
環
で
も
あ
り
ま

し
た
。

し
か
し
こ
の
時
期
は
付

近
の
住
民
が
出
入
り
し
、

残
さ
れ
た
木
箱
な
ど
を
薪

等
と
し
て
持
ち
帰
る
、
山

菜
を
採
集
す
る
な
ど
し
て

い
ま
し
た
。
46
年
５
月
21

日
、
火
薬
庫
が
爆
発
し
敷

地
内
に
い
た
住
民
62
人
が

犠
牲
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
事
故
で
住
民
は
自
分
た

ち
が
危
険
と
隣
り
合
わ
せ

で
生
活
し
て
い
る
こ
と
を

思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

50
年
に
朝
鮮
戦
争
が
始

ま
る
と
国
連
軍
の
弾
薬
集

積
拠
点
と
し
て
活
用
さ
れ

ま
す
。｢

在
日
兵
站
司
令
部｣

の
指
揮
下
で
、
門
司
港
等

か
ら
送
ら
れ
た
弾
薬
を
一

時
保
管
し
、
戦
況
に
応
じ

て
仕
分
け
、
数
を
揃
え
、

前
線
に
送
出
す
る
役
割
を

果
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
以

後
弾
薬
庫
は
米
軍
の
重
要

な
兵
站
拠
点
と
し
て
活
用

さ
れ
ま
し
た
。

北
九
州
の
戦
争
遺
跡

「主
務
教
諭
」が
導
入
さ
れ
、
給
料
の
調
整
額
は
減
額
へ

10
月
22
日
給
与
改
定
等
の
大
綱
提
示
が
あ
り
ま
し
た
。
教
育
委
員
会
の

用
意
し
た
項
目
一
覧
に
よ
る
と
、
17
項
目
に
も
及
び
ま
し
た
。
給
料
表
の

改
定
に
始
ま
り
、
ボ
ー
ナ
ス
の
改
正
な
ど
例
年
と
同
じ
項
目
に
加
え
、
勤

勉
手
当
の
改
正
、
生
理
休
暇
の
改
正
、
旅
費
制
度
の
改
正
、
そ
し
て
今
年

度
争
点
の
一
つ
で
あ
る
教
員
の
処
遇
改
善
、
高
等
学
校
教
職
員
・
校
務
員
・

学
校
給
食
監
理
士
の
適
用
条
例
の
移
管
と
多
岐
に
わ
た
り
ま
し
た
。
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10
月
５
日
（
日
）
市
内
で｢
北
九

州
こ
ど
も
と
教
育
の
た
め
に
手
を
つ

な
ぐ
会
（
手
を
つ
な
ぐ
会
）｣

と
共

催
で
の｢

秋
の
共
育
集
会｣

を
開
催
し

ま
し
た
。
教
員
や
、
保
護
者
、
市
民

が
集
ま
り｢

理
想
の
教
育
、
夢
の
学

校｣

を
テ
ー
マ
に
語
り
合
い
ま
し
た
。

最
初
に
、
「
そ
も
そ
も
人
類
史
上
、

９
９
・
９
％
の
間
、
教
育
は
無
償
だ
っ

た
」
と
、
千
葉
大
学
名
誉
教
授
の
三

輪
先
生
の
話
を
聞
き
、
教
育
費
の
無

償
化
に
つ
い
て
考
え
た
後
、
６
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
て
、
今
の
学
校
教
育
に

対
す
る
思
い
な
ど
を
語
る
「
し
ゃ
べ

り
場
」
を
行
い
ま
し
た
。

あ
る
子
ど
も
が
「
学
校
に
は
や
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
と
、
や
っ

て
は
い
け
な
い
こ
と
し
か
な
い
！
」

と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
自
由
な
時
間
、

自
由
な
空
間
が
な
く
な
っ
て
い
る
の

だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

一
日
の
中
で
、
子
ど
も
た
ち
に
も
っ

と
「
自
由
な
時
間
」
が
い
る
の
で
は

な
い
か
？
そ
の
た
め
に
、
授
業
時
間

も
短
く
て
い
い
し
、
宿
題
も
な
く
て

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
？
自
由
に
持
ち

帰
ら
れ
る
プ
リ
ン
ト
を
用
意
す
れ
ば
、

押
し
付
け
で
は
な
い
「
勉
強
」
は
で

き
る
。

中
教
審
の
あ
る
部
会
の
座
長
を
務

め
た
方
が
、
部
会
の
終
わ
り
に
「
娘

の
家
族
が
住
ん
で
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
あ
る
地
域
で
は
、
宿
題
な
ど
な
く
、

家
庭
で
は
何
か
を
つ
く
る
こ
と
に
時

間
を
さ
き
、
家
族
で
よ
く
議
論
を
し

て
い
ま
す
よ
。
」
と
言
っ
て
い
た
そ

う
で
、
教
育
を
語
り
つ
つ
も
大
人
の

働
き
方
も
含
め
て
、
社
会
全
体
を
見

直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
っ
た
会

と
な
り
ま
し
た
。

語
ろ
う
、
理
想
の
教
育･

夢
の
学
校

全
教
北
九
州
は｢

手
を
つ
な
ぐ
会｣

と
共
催
で
、｢

共
育
集
会｣

を

年
２
回
、
春
と
秋
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
回
は｢

理
想
の
教
育･

夢
の
学
校｣

を
テ
ー
マ
に
制
度
や
財
源
の
問
題
は
一
旦
脇
に
お
い

て
教
育
と
学
校
に
つ
い
て
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
語
り
合
う
企
画
で

し
た
。

10
／
５

手
を
つ
な
ぐ
会
「
秋
の
共
育
集
会
」

９
月
27
日
（
土
）
秋
の
バ
ス
ハ
イ

ク
「
フ
ル
ー
ツ
狩
り
」
を
開
催
し
ま

し
た
。
毎
年
、
全
教
北
九
州
と
全
教

北
九
州
共
済
会
の
福
利
厚
生
事
業
と

し
て
共
同
で
お
こ
な
っ
て
い
る
も
の

で
す
。
今
年
は
夏
休
み
終
了
後
は
忙

し
い
の
で
参
加
で
き
な
い
と
い
う
声

に
応
え
て
、
９
月
末
に
日
程
を
設
定

し
ま
し
た
。
す
る
と
今
度
は
定
期
考

査
等
で
忙
し
い
な
ど
で
参
加
で
き
な

い
と
い
う
声
が
あ
り
、
教
員
の
多
忙

と
い
う
問
題
が
反
映
す
る
結
果
と
な

り
ま
し
た
。
ま
た
近
年
の
異
常
な
高

温
に
よ
り
果
樹
の
生
育
が
早
ま
っ
た

結
果
、
ぶ
ど
う
狩
り
は
で
き
ず
、
梨

狩
り
の
み
と
な
り
ま
し
た
。

Ｊ
Ｒ
小
倉
駅
に
に
集
合
し
、
バ
ス

で
福
岡
県
う
き
は
市
の｢

春
光
園｣

で

梨
狩
り
。
梨
を
試
食
を
し
、
取
り
方

の
説
明
を
聞
い
た
後
、
か
ご
を
持
っ

て
も
い
で
い
き
ま
し
た
。
小
さ
い
子

ど
も
は
、
蛙
を
つ
か
ま
え
て
遊
ん
で

い
ま
し
た
。
梨
狩
り
を
楽
し
ん
だ
後

は
、
柿
や
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
の

生
ジ
ュ
ー
ス
を
飲
ん
だ
り
、
隣
の
ジ
ェ

ラ
ー
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
季
節
の
フ
ル
ー

ツ
を
使
っ
た
ジ
ェ
ラ
ー
ト
を
楽
し
ん

だ
り
と
思
い
思
い
に
過
ご
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、｢

う
き
は
バ
レ
ー
醸
造
所｣

を
貸
し
切
っ
て
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル

の
試
飲
と
昼
食
。
と
て
も
美
味
し
く

初
め
て
お
会
い
し
た
人
と
も
話
が
は

ず
み
、
予
定
の
時
間
を
大
幅
に
上
回

る
滞
在
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

｢

道
の
駅
う
き
は｣

に
立
ち
寄
り
帰
路

に
つ
き
ま
し
た
。
た
っ
ぷ
り
の
息
抜

き
で
力
が
抜
け
た
と
こ
ろ
で
、
明
日

も
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！
と
解
散
し
ま

し
た
。

９
／
27

全
教
北
九
州
・
共
済
会

梨
狩
り
バ
ス
ハ
イ
ク

う
き
は
市
で
た
っ
ぷ
り
息
抜
き

10
月
４
日
（
土
）
、
オ
ン
ラ
イ
ン

で
全
教
と
教
組
共
闘
連
絡
会
主
催
の

｢

教
育
大
運
動
１
７
４
１

つ
な
が

る
フ
ェ
ス
２
０
２
５｣

が
お
こ
な
わ

れ
ま
し
た
。

全
教
と
教
組
共
闘
連
絡
会
は
、

「
教
育
大
運
動
１
７
４
１
」
と
銘
打

ち
、
１
７
４
１
あ
る
す
べ
て
の
地
方

自
治
体
で
、
市
民
と
教
職
員
が
つ
な

が
っ
て
教
育
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
を
と
も
に
考
え
、
解
決
を
目
指

そ
う
と
い
う
運
動
を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
北

九
州
か
ら
は
、
36
年
間
続
い
て
い
る

「
北
九
州
こ
ど
も
と
教
育
の
た
め
に

手
を
つ
な
ぐ
会
」
の
と
り
く
み
を
報

告
し
ま
し
た
。
「
手
を
つ
な
ぐ
会
」

は
、
事
務
局
を
設
け
て
、
会
費
を
も

と
に
会
報｢

手
を
つ
な
ぐ｣

を
毎
月
発

行
、｢

教
育
署
名｣

の
取
り
組
み
、
年

２
回
の｢

共
育
集
会｣

開
催
な
ど
、
発

足
以
来
一
貫
し
て
保
護
者
と
市
民
と

教
職
員
が
つ
な
が
る
こ
と
を
追
求
し
、

少
人
数
学
級
の
運
動
を
は
じ
め
、
教

育
と
子
ど
も
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
に
つ
い
て
と
も
に
学
び
・
考
え
、

行
動
し
て
き
た
こ
と
を
発
表
し
ま
し

た
。

つ
な
が
り
、
学
び
、
考
え
、
行
動
す
る

10
／
４

教
育
大
運
動
１
７
４
１

つ
な
が
る
フ
ェ
ス
２
０
２
５
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１
給
料
表
の
改
定

令
和
７
年
４
月
１
日
改
定

※
平
均
改
定
率
、
括
弧
内
の
金
額
は

平
均
改
定
率
に
基
づ
く
も
の

▼
再
任
用
以
外

特
別
支
援
学
校
教
諭

３
・
８
６
％

（
１
２
６
９
２
円
）

小
・
中
学
校
教
諭

３
・
８
２
％

（
１
２
８
２
２
円
）

行
政
職

３
・
４
７
％

（
１
１
４
８
１
円
）

▼
再
任
用

特
別
支
援
学
校
教
諭

４
・
１
６
％

（
１
２
１
３
７
円
）

小
・
中
学
校
教
諭

３
・
９
９
％

（
１
１
５
２
７
円
）

行
政
職

４
・
１
３
％

（
１
０
９
０
０
円
）

２
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給

料
及
び
報
酬
の
改
定

・
改
定
時
期
は
令
和
７
年
４
月
１
日

に
遡
及
し
て
行
う

・
勤
務
時
間
が
週
15
・
５
時
間
未
満

の
人
は
令
和
７
年
12
月
１
日
に
改

定
す
る

３
期
末
勤
勉
手
当

２
０
２
５
年
度
冬
季

▼
再
任
用
以
外

期
末
手
当
１
０
０
分
の
１
２
７･

５

勤
勉
手
当
１
０
０
分
の
１
０
７･

５

合
計

１
０
０
分
の
２
３
５

▼
再
任
用

期
末
手
当
１
０
０
分
の
72･

５

勤
勉
手
当
１
０
０
分
の
52･

５

合
計

１
０
０
分
の
１
２
５

▼
会
計
年
度
任
用
職
員

期
末
手
当
１
０
０
分
の
１
２
７･

５

勤
勉
手
当
１
０
０
分
の
１
０
７･

５

合
計

１
０
０
分
の
２
３
５

２
０
２
６
年
度
夏
季

▼
再
任
用
以
外

期
末
手
当
１
０
０
分
の
１
２
６･
25

勤
勉
手
当
１
０
０
分
の
１
０
６･
25

合
計

１
０
０
分
の
２
３
２･

５

▼
再
任
用

期
末
手
当
１
０
０
分
の
71･

25

勤
勉
手
当
１
０
０
分
の
51･

25

合
計

１
０
０
分
の
１
２
２･

５

▼
会
計
年
度
任
用
職
員

期
末
手
当
１
０
０
分
の
１
２
６･

25

勤
勉
手
当
１
０
０
分
の
１
０
６･

25

合
計

１
０
０
分
の
２
３
２･

５

４
地
域
手
当
の
改
正

令
和
８
年
４
月
１
日
実
施

▼
率
の
改
正

・
４
％
に
改
正
す
る
。

▼
経
過
措
置
の
終
了

・
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８

年
３
月
31
日
ま
で
の
間
３
％
と
す

る
経
過
措
置
を
終
了
す
る
。

５
通
勤
手
当
の
改
正

自
動
車
等
使
用
者
に
係
る
手
当

の
改
定

▼
手
当
額
の
改
定

令
和
７
年
４
月
１
日
実
施

・｢

10
㎞
以
上
15
㎞
未
満｣

か
ら｢

60

㎞
以
上｣

ま
で
の
距
離
区
分
に
係

る
手
当
の
額
を
引
き
上
げ
（
２
０

０
円
～
７
１
０
０
円
ア
ッ
プ
詳
細

省
略
）

▼
支
給
上
限
の
引
上
げ
及
び
距
離
区

分
の
新
設

令
和
８
年
４
月
１
日
実
施

・
支
給
上
限
を
３
８
７
０
０
円
か
ら

６
６
４
０
０
円
に
に
引
き
上
げ

・
60
㎞
～
１
０
０
㎞
の
間
に
区
分
を

新
設
（
詳
細
省
略
）

駐
車
場
等
の
利
用
者
に
係
る
通

勤
手
当
の
改
正

令
和
８
年
４
月
１
日
実
施

▼
対
象
者

・
自
宅
か
ら
通
勤
経
路
上
の
駅
及
び

勤
務
公
署
周
辺
に
お
い
て
自
動
車

等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
等
を
利

用
し
、
そ
の
料
金
を
負
担
す
る
こ

と
を
常
例
と
す
る
教
職
員

▼
手
当
額

・
月
額
５
０
０
０
円
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
支
給
す
る

６
勤
勉
手
当
の
改
正

▼
勤
勉
手
当
基
礎
額
の
改
定

令
和
８
年
４
月
１
日
実
施

・
基
礎
額
か
ら
扶
養
手
当
を
除
く

▼
職
務
段
階
別
加
算
の
加
算
割
合
の

改
正

令
和
８
年
12
月
１
日
実
施

・
55
歳
以
上
、
４
年
制
大
学
卒
業
勤

続
30
年
以
上
の
教
職
員
は
７･
５

％
か
ら
８
％
に
改
正

▼
成
績
率
の
改
正

令
和
８
年
４
月
１
日
実
施

・
勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
教
職
員

１
０
０
分
の
10
か
ら
１
０
０
分
の

30
を
減
じ
る
。
再
任
用
教
職
員
は

１
０
０
分
の
５
か
ら
１
０
０
分
の

15
を
減
じ
る
。

令
和
８
年
12
月
１
日
実
施

・
勤
務
成
績
が
特
に
良
好
で
あ
る
教

職
員
は
、
１
０
０
分
の
５
か
ら
１

０
０
分
の
15
を
加
え
る
。
再
任
用

教
職
員
は
、
１
０
０
分
の
２･

５

か
ら
１
０
０
分
の
７･

５
を
加
え

る
。

▼
育
児
休
業
等
を
取
得
し
た
教
職
員

の
業
務
の
フ
ォ
ロ
ー
に
係
る
加
算

の
新
設

令
和
８
年
４
月
１
日
実
施

・
育
児
休
業
等
の
期
間
が
連
続
し
て

１
カ
月
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
教

職
員
を
フ
ォ
ロ
ー
し
た
と
評
価
さ

れ
た
教
職
員

（
常
勤
教
職
員
に
よ
る
代
替
が
行
わ

れ
る
場
合
を
場
合
を
除
く
）

７
生
理
休
暇
の
改
正

令
和
８
年
４
月
１
日
実
施

▼
名
称

女
性
教
職
員
の
ヘ
ル
ス
ケ
ア

▼
通
称

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
休
暇

▼
取
得
要
件

・
生
理
又
は
Ｐ
Ｍ
Ｓ
（
月
経
前
症
候

群
）
に
よ
り
、
心
身
に
不
調
が
あ

る
場
合

▼
会
計
年
度
任
用
職
員
の
扱
い

同
様
に
改
正
す
る

８
早
期
希
望
退
職

▼
対
象
者
の
年
齢
引
き
上
げ

・
45
歳
以
上
と
し
て
い
た
も
の
を
50

歳
以
上
に
引
き
上
げ

・
対
象
年
齢
以
外
は
変
更
な
し

９
会
計
年
度
任
用
職
員
の
通

勤
手
当
及
び
通
勤
に
係
る

費
用
弁
償
の
改
正

▼
対
象
者

・
週
の
要
勤
務
日
数
が
５
日
以
上
の

者
（
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
任

用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
）

令
和
７
年
４
月
１
日
実
施

▼
自
動
車
等
使
用
者
に
係
る
費
用
弁

償
の
改
定

・
10
円
～
３
４
０
円
ア
ッ
プ
（
詳
細

省
略
）

令
和
８
年
４
月
１
日
実
施

▼
60
㎞
以
上
の
区
分
の
新
設

・
65
㎞
以
上
で
日
額
１
６
０
円
～
１

３
２
０
円
ア
ッ
プ

▼
駐
車
場
等
の
利
用
者
に
係
る
費
用

弁
償
の
改
正

・
フ
ル
タ
イ
ム
の
会
計
年
度
任
用
職

員
は
常
勤
教
職
員
の
例
に
よ
り
支

給
・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
会
計
年
度
任
用

職
員
は
フ
ル
タ
イ
ム
の
会
計
年
度

任
用
職
員
の
例
に
よ
り
支
給

▼
支
給
限
度
額
の
引
上
げ

・
５
５
０
０
０
円
か
ら
15
万
円
に
引

き
上
げ

10
教
員
の
処
遇
改
善
に
つ
い

て
教
職
調
整
額
の
改
正

令
和
８
年
１
月
１
日
実
施

▼
支
給
割
合

１
０
０
分
の
10
に
改
正
す
る

▼
経
過
措
置

（
各
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
）

令
和
８
年

１
０
０
分
の
５

令
和
９
年

１
０
０
分
の
６

令
和
10
年

１
０
０
分
の
７

令
和
11
年

１
０
０
分
の
８

令
和
12
年

１
０
０
分
の
９

▼
指
導
改
善
研
修
被
認
定
者
の
扱
い

・
原
則
支
給
し
な
い

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の

改
正

令
和
８
年
１
月
１
日
実
施

・
減
額
す
る

（
７
０
０
円
～
２
２
０
０
円
の
減
額

お
よ
そ
給
料
の
０･

５
％
減
額
）

・
小
学
校
、
中
学
校
の
学
級
（
特
別

支
援
学
級
を
除
く
）
を
担
任
す
る

教
職
員
の
手
当
て
の
月
額
に
３
０

０
０
円
加
算
す
る

特
殊
勤
務
手
当
の
改
正

令
和
８
年
１
月
１
日
実
施

▼
学
校
の
管
理
下
に
お
い
て
行
う
非

常
災
害
時
等
の
緊
急
業
務

・
日
中
８
時
間
程
度
か
ら
４
時
間
程

度
に
変
更

・
日
額
７
５
０
０
円
を
８
０
０
０
円

に
引
き
上
げ
る

▼
多
学
年
学
級
担
当
手
当

・
廃
止
す
る

給
料
の
調
整
額
の
改
正

令
和
９
年
１
月
１
日
実
施

▼
特
別
支
援
学
校
・
学
級
の
調
整
数

・
１
か
ら
０･

５
と
す
る

▼
経
過
措
置

・
令
和
９
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31

日
ま
で
は
０･

７
５
と
す
る

主
務
教
諭
の
新
設

令
和
８
年
４
月
１
日
実
施

▼
職
務
内
容

・
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る｢

児
童

の
教
育
を
つ
か
さ
ど
り
、
及
び
命

を
受
け
て
当
該
学
校
の
教
育
活
動

に
関
し
教
諭
そ
の
他
の
教
職
員
間

に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う｣

職
と
す
る

▼
新
設
に
伴
う
給
料
表
の
改
正

・
新
た
な
職
務
の
給
を
２
級
と
特
２

級
の
間
に
新
設
す
る
。

▼
支
給
対
象
と
な
る
給
料･

手
当

・
教
育
業
務
連
絡
手
当
を
除
く
す
べ

て
11
高
等
学
校
教
職
員
、
一
般

事
務
員
（
校
務
員
）
、
学

校
給
食
監
理
士
の
適
用
条

例
の
移
管

令
和
９
年
４
月
１
日
実
施

・｢

北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及

び
特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条

例｣｢

教
職
員
給
与
条
例｣｢

教
職
員
定

数
条
例｣

と
な
り
、
給
与
や
権
利
な
ど

が
変
更
。
（
内
容
省
略
）

令
和
７
年
度

小
学
校
、
中
学
校
、
特
別
支
援
学
校
及
び
高
等
学
校
の

教
職
員
の
給
与
改
定
等
の
大
綱
に
つ
い
て
（
概
要
）

10
月
22
日
に
提
示
さ
れ
た｢
令
和

７
年
度
小
学
校
、
中
学
校
、
特
別
支

援
学
校
及
び
高
等
学
校
の
教
職
員
の

給
与
改
定
等
の
大
綱
に
つ
い
て｣

の

概
要
で
す
。
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
上
で

閲
覧
で
き
る
も
の
と
項
目
名
、
掲
載

順
が
異
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
内

容
は
今
後
の
交
渉
に
よ
っ
て
変
更
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
割
愛
し
た
項
目

・
宿
日
直
手
当
の
改
定

・
会
計
年
度
任
用
職
員
の
宿
日
直
手

当
及
び
宿
日
直
手
当
に
相
当
す
る

報
酬
の
改
定

・
旅
費
制
度
の
改
正

給与表の改定（平均改定率）

再任用以外 再任用

小中学校教諭 3.82%（12,822円） 3.99%（11,527円）

特別支援学校教諭 3.86%（12,692円） 4.16%（12,137円）

行政職 3.47%（11,481円） 4.13%（10,900円）

期末勤勉手当（2025年冬季）

再任用以外 再任用 会計年度任用職員

期末手当 100分の127.5 100分の72.5 100分の127.5

勤勉手当 100分の107.5 100分の52.5 100分の107.5

合計 100分の235.0 100分の125.0 100分の235.0

期末勤勉手当（2026年夏季）

再任用以外 再任用 会計年度任用職員

期末手当 100分の126.25 100分の071.25 100分の126.25

勤勉手当 100分の106.25 100分の051.25 100分の106.25

合計 100分の232.50 100分の122.50 100分の232.50

各項目の実施時期

R7(2025).4.1 ・給与表の改定･会計年度任用職員の給料及び報酬の改定
・通勤手当（自動車等使用者の現行距離区分に係る手当）の改定

R7(2025).12.1 ・給料及び報酬の改定（週15.5時間の会計年度任用職員）

R8(2026).1.1
・教職調整額の改正（100分の5 以後1年ごとに1づつ増加）
・義務教育等教員特別手当の改正
・特殊勤務手当の改正

R8(2026).4.1

・主務教諭・地域手当の改正・生理休暇の改正
・勤勉手当基礎額から扶養手当除外
・育児休業等を取得した教職員のフォローに係る加算
・通勤手当（自動車等使用者の距離区分新設ほか･月極駐車場代）
の改定
・成績率（勤務成績が良好でない教職員への減算）の改定

R8(2026).12.1 ・職務段階別加算の加算割合の改正
・成績率（勤務成績が特に良好である教職員への加算）の改定

R9(2027).1.1 ・給料の調整額の改正

R9(2027).4.1 ・高等学校教職員､一般事務員（校務員）､学校給食監理士の適用
条例の移管


